
　議会の本会議は、基本的にどなたでも議場に入って
傍聴していただくことができます。また、委員会も委
員長の許可を得れば傍聴が可能です。
　議会で何が協議され、議員がどんな質疑や質問をし
ているかなどを市民のみなさんに直接見ていただくこ
とが、議会の公開、透明性にとって非常に大切です。
ぜひ、議場へ足をお運びください。
　議場に傍聴へ出かけることができない場合は、ケー
ブルテレビや市議会のホームページにおいて議会中継
を行っておりますので、ぜひ、ご覧ください。また、
見逃された方は録画映像や議事録をご覧ください。
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　今回は天草最高峰の山、倉岳山頂へ登ってき
ました。車で山頂付近まで行けますが、ぜひ登
山道を登ってみてください。棚底城跡の駐車場
から登山開始、途中休憩をしながら、約90分
で山頂到着です。山の上から眺める海とその海
に浮かぶ島々の絶妙なバランス、大自然を楽し
んでみませんか。まさにパワースポットです。
　体力がある方は隣に天草第2位の矢筈岳（標
高626m）が見えますのでチャレンジしてみて
下さい。 　　　　　　　　　　　　濱洲　大心

倉岳
（標高682ｍ）
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〔前列左から〕委員長  濱洲大心・副委員長  福嶋啓子
〔後列左から〕委員  楠本千秋・船辺  修・蓮池良正
　　　　　　　  宮下幸一郎・黒田忠広

天草市議会広報広聴委員会

傍聴するときは・・・
①入場口で住所と氏名を受付簿に記入してください。
②定員は50人です。団体等で傍聴される場合は事前に、議会事務局へお知らせください。
③傍聴される場合は、帽子を着用したり、飲食・喫煙等をしてはいけないなど、守るべき
事項が定められています。詳細は、傍聴席入場口の「天草市議会傍聴規則」をご覧ください。
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○天草市議会傍聴規則 
平成18年５月17日 
議会規則第２号 

（趣旨） 
第１条 この規則は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第130条第３項

の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 

（傍聴席の区分） 
第２条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とする。 

（傍聴の手続） 
第３条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記

入しなければならない。 ２ 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体

の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。 

（傍聴人の定員） 
第４条 傍聴人の定員は、50人とする。 
（議場への入場禁止） 第５条 傍聴人は、議場に入ることができない。 

（傍聴席に入ることができない者） 
第６条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

(1) 銃器その他危険なものを持っている者 

(2) 酒気を帯びていると認められる者 
(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は迷惑を及ぼすと認められる者 

２ 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得たときは、こ

の限りでない。 
（傍聴人の守るべき事項） 第７条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。 

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。 

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 




